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 目次（略） 

 

［改定の経緯］ 

 

    

      （１） 昭和６０年 ２月１８日 制 定 

      （２） 昭和６３年 ８月２３日 改 定 

      （３） 平成 ８年 ４月 １日 改 定 

      （４） 平成１４年１０月 １日 改 定 

（５） 平成１９年 ４月 １日 改 定 

（６） 平成２２年 ４月 １日 改 定 

（７） 平成２２年 ６月 １日 改 定 

（８） 平成２３年 ２月 １日 改 定 

（９） 平成２６年 ４月 １日 改 定 

（１０） 平成２９年 ４月 １日 改 定 

（１１） 平成３０年１２月 １日 改 定 

（１２） 令和 元年 ７月１７日 改 定 

（１３） 令和 ２年 ４月２７日 改 定 

（１４） 令和 ３年 ７月 １日 改 定 

（１５） 令和 ４年１０月 １日 改 定 

（１６） 令和 ５年 １月 １日 改 定 

 

 

 目次（略） 

 

［改定の経緯］ 

 

    

      （１） 昭和６０年 ２月１８日 制 定 

      （２） 昭和６３年 ８月２３日 改 定 

      （３） 平成 ８年 ４月 １日 改 定 

      （４） 平成１４年１０月 １日 改 定 

（５） 平成１９年 ４月 １日 改 定 

（６） 平成２２年 ４月 １日 改 定 

（７） 平成２２年 ６月 １日 改 定 

（８） 平成２３年 ２月 １日 改 定 

（９） 平成２６年 ４月 １日 改 定 

（１０） 平成２９年 ４月 １日 改 定 

（１１） 平成３０年１２月 １日 改 定 

（１２） 令和 元年 ７月１７日 改 定 

（１３） 令和 ２年 ４月２７日 改 定 

（１４） 令和 ３年 ７月 １日 改 定 

（１５） 令和 ４年１０月 １日 改 定 
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１．総則（略） 

 

 ２．適用（略） 

 

３．施工管理（略） 

 

４．施工体制 

（１）主任（監理）技術者等 

  主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技

術者の設置等）及び工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技

術者等）に基づき、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければ

ならない。 

  また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関

する重要な建設工事（工事１件の請負代金額が ４，０００万円以上の

もの）については、主任技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でな

ければならないと規定されている。 

  なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で

あって監理技術者講習を受講した者であること。又「専任の者」とは、

その工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。 

  現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び

主任技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないと

規定されている。 

 

１．総則（略） 

 

 ２．適用（略） 

 

３．施工管理（略） 

 

４．施工体制 

（１）主任（監理）技術者等 

 主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術

者の設置等）及び工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者

等）に基づき、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければならな

い。 

  また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関す

る重要な建設工事（工事１件の請負代金額が ３，５００万円以上のも

の）については、主任技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなけれ

ばならないと規定されている。 

  なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であ

って監理技術者講習を受講した者であること。又「専任の者」とは、そ

の工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。 

  現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主

任技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないと規定

されている。 
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改   正   後 現       行 

 

１）主任技術者 

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する

場合には、請負工事の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管

理をつかさどる者として必ず現場に「主任技術者」を置かなければな

らない。 

  工事請負契約書第１０条に定める主任技術者を通知する場合は「土

木施工管理技士及び建設機械施工技士」にあっては合格証明書の写

し、「技術士」にあっては登録証の写しを添付するものとする。 

２）監理技術者 

①   発注者から直接工事を請負い、そのうち ４，５００万円（建

築一式工事  の場合は７，０００万円）以上を下請契約して

工事を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者

資格者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かな

ければならない。 

②   工事請負契約書第１０条に定める専任の監理技術者の通知

にあっては、建設業法第２７条第３項に定められた当該合格証

明書（１級土木施工監理技士等）の写しの外に監理技術者資格

者証の写しを添付するものとする。 

３）現場代理人 

① 発注者から直接工事を請負い、工事を施工する場合は、必ず工

事現場に工事請負契約書第１０条に定める常駐の「現場代理人」

を置かなければならない。 

 

１）主任技術者 

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する

場合には、請負工事の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管

理をつかさどる者として必ず現場に「主任技術者」を置かなければな

らない。 

  工事請負契約書第１０条に定める主任技術者を通知する場合は「土

木施工管理技士及び建設機械施工技士」にあっては合格証明書の写

し、「技術士」にあっては登録証の写しを添付するものとする。 

２）監理技術者 

①   発注者から直接工事を請負い、そのうち ４，０００万円（建

築一式工事  の場合は６，０００万円）以上を下請契約して

工事を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者

資格者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かな

ければならない。 

②   工事請負契約書第１０条に定める専任の監理技術者の通知に

あっては、建設業法第２７条第３項に定められた当該合格証明

書（１級土木施工監理技士等）の写しの外に監理技術者資格者

証の写しを添付するものとする。 

３）現場代理人 

① 発注者から直接工事を請負い、工事を施工する場合は、必ず工

事現場に工事請負契約書第１０条に定める常駐の「現場代理人」

を置かなければならない。 
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② 現場代理人は、工事の施工上支障がない場合にあっては、主任

技術者（又は監理技術者）を兼務して差しつかえない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現場代理人は、工事の施工上支障がない場合にあっては、主任

技術者（又は監理技術者）を兼務して差しつかえない。 
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〔技術者選任パターン表〕（略） 

 

（２）施工体制台帳及び施工体系図（略） 

 

（３）腕章の着用（略） 

 

（４）工事現場に掲げる標識（略） 

 

５．施工管理記録様式（略） 

 

〔技術者選任パターン表〕（略） 

 

（２）施工体制台帳及び施工体系図（略） 

 

（３）腕章の着用（略） 

 

（４）工事現場に掲げる標識（略） 

 

５．施工管理記録様式（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


